
美瑛町スポーツセンター使用料金表（令和２年４月１日改定） 

 

１ 個人使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高校生には、高校生と同年代を含む。 

 

２ 専用使用料 

 

町外者個人使用料

区　　分 単　　位 使　用　料

大人（町外） 1日につき 400円

高校生以下（町外） 1日につき 200円

専用使用料

施　設　名 区　　分 夏期（５月～１０月） 冬期（１１月～４月）

入場料を徴収しない場合 ２,４００円 ３,１５０円

入場料を徴収する場合 ５,５００円 ６,３００円

入場料を徴収しない場合 ８００円 １,０５０円

入場料を徴収する場合 １,８５０円 ２,１００円

会　議　室 ７６０円 ９１０円

応　接　室 ７６０円 ９１０円

アリーナ

武　道　館

町内者個人使用料 

区  分 使 用 料 

町内に住所を有する者 免除 



１ 入場料等を徴収する場合は、使用者が入場者から入場料等を徴収して使用 

 する場合、その他営利を目的として使用する場合をいう。 

２ 使用料は、それぞれの区分による１時間当たりの使用料に使用時間を乗じ 

 て得た額とする。この場合、使用時間に１時間未満の端数時間がある場合は、 

 １時間として計算する。 

３ 使用面積が２分の１以下の使用の場合は、前項で算定された使用料の額の 

 ２分の１の額とする。 

４ 町民（町内に住所を有する者）以外の者が使用する場合の使用料は前２項

により算出された額の２倍とする。 

５ 専用使用料は、個人使用料に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙＜減免＞ 

区分 使用料 

個
人
使
用 

１ 美瑛町に住所を有する者が使用する場合。 

免 除 

２ 

町内の幼稚園、保育園、小・中・高校の児童生徒が

使用する場合。 

３ 

町外のスポーツ少年団に所属する者が町内のスポー

ツ少年団が主催する大会等で使用する場合。 

４ 

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少

年交流の家が窓口となって使用する場合。 

専 
用 

使 

用 

１ 町及び行政機関が主催若しくは共催する場合。 

免 除 

２ 
町内の幼稚園、保育園、小・中・高校が主催、主管

する教育活動等に使用する場合。 

３ 

町内の社会教育団体等が主催、主管する小・中・高

生の健全育成を目的とした事業等に使用する場合。

(町内のスポーツ少年団活動を含む。) 

４ 
町老人クラブ連合会及び地区老人クラブが主催、主

管するスポーツ行事・大会等で使用する場合。 

５ 

町内の団体が営利を目的としないスポーツ行事・大

会等で使用する場合で、利用者の過半数が美瑛町に

住所を有する者である場合。 

６ 

町内の団体が営利を目的としないスポーツ行事・大

会等で使用する場合で、利用者の過半数が町外者で

ある場合。 

使用料の 

２分の１ 

７ 

登録団体（町民で構成する４人以上のアマチュアス

ポーツ団体で、現にスポーツセンター及び学校開放

体育館を定期使用している団体）が使用する場合。 
免 除 

 ８ 町内者で構成する４人以上の団体が使用する場合。 

９ 
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少

年交流の家が窓口となって使用する場合。 

会議室・応接室 個人使用、専用使用に準ずる 
免 除・ 

使用料の２分の１ 

 


